
狭山市告示第２７５号 

 
 
 

建築基準法による中間検査に係る特定工程等の指定 

 
 
 平成２０年狭山市告示第２６２号（建築基準法による中間検査に係る特定工

程等の指定）の一部を次のように改正し、平成２４年１月１日から施行する。 

 
 
  平成２３年１１月２１日 

 
狭山市長 仲川 幸成 

 
 

 
第２号中「３年間」を「３年６月間」に改める。 


